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ケアセンター瀬名 （介護予防）通所リハビリテーション重要事項説明書 

（２０２４年６月１日現在） 

 当事業者が提供する通所リハビリテーションの内容に関し、あなたに説明すべき重要事項は、次のとおり

です。 

１. 事業者の概要 

名 称 医療法人社団 恒仁会 

所 在 地 〒４２０－０９１１ 静岡市葵区瀬名４６２９番地の１ 

電 話 番 号 ０５４－２６４－２１１１ 

開 設 年 月 日 １９８９年６月９日 

事 業 所 名 称 ケアセンター瀬名 （介護予防）通所リハビリテーション 

事 業 所 所 在 地 〒４２０－０９０３ 静岡市葵区長尾３９番地の５ 

事 業 所 電 話 番 号 ０５４－２６４－２２２１ 

事 業 所 指 定 年 月 日 １９８９年６月９日 

代 表 者 氏 名 理事長 伊藤恒道 

管 理 者 氏 名 施設長 北澤光孝 

介 護 保 険 事 業 者 番 号 ２２５４１８００１７ 

２. 事業者の職員の概要 

 員数等 業務内容 

管理者 １ （他の業務と兼務） 従業者の管理、指導 

医師 １以上  利用者の医学的な病状管理 

療法士（理学、作業） ２.５以上 （他の業務と兼務） 機能訓練の計画作成と実施 

介護職員 ７以上  利用者の日常生活の援助 

その他    

３. 通所リハビリテーション施設の概要 

定員 ①３５名 ②２５名 ③２５名 

通所者デイルーム・食堂 ２１７．６９㎡ 

浴  室 ○一般浴槽  ○特別浴槽 

そ の 他 ○機能訓練  ○家族相談室・家族介護教室  ○送迎車 

４. 営業日及び営業時間 

営 業 日 月曜日から金曜日 

サービス提供時間 

① 午前８時３０分から午後５時００分まで 

② 午前８時３０分から午後０時３０分まで 

③ 午後０時３０分から午後４時３０分まで 

営業をしない日 土曜日、日曜日、祝日、１２月３０日から１月３日 

 

５. 通所リハビリテーションの運営方針 

通所リハビリテーションについては、要介護者及び要支援者の家庭等での日常生活を継続させる為に
立案された居宅サービス計画に基づき、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行うこ
とにより、利用者の心身の機能の維持・回復を図るため、利用者個人のニーズに沿った通所リハビリテー
ションを提供します。このサービスを提供するにあたっては、利用者に関わる医師及び理学療法士、作業
療法士その他専ら通所リハビリテーションの提供にあたる従業者の協議によって、通所リハビリテーシ
ョン計画が作成されますが、その際、利用者・扶養者（ご家族）の希望を十分に取り入れ、また、計画の
内容については同意をいただくようになります。 
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６. 利用料金（通所リハビリテーション費） 

通所リハビリテーション利用料（介護保険制度では、要介護認定による要介護の程度及び利用時間に

よって利用料が異なります。以下は１日あたりの自己負担分です。） 

（１） － ① 基本料金 

６時間以上７時間未満 

負担割合 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 

１割   ６９８円   ８２９円   ９５７円 １，１１３円 １，２６５円 

２割 １，３９５円 １，６５７円 １，９１３円 ２，２２５円 ２，５２９円 

３割 ２，０９２円 ２，４８６円 ２，８７０円 ３，３３８円 ３，７９３円 

※ 介護職員等処遇改善加算（1000分の 66に相当する単位数）が利用内容に応じて算定されます。 

（１） － ② 基本料金 

２時間以上３時間未満 

負担割合 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 

１割 ３８５円 ４４１円 ４９８円 ５５４円 ６１１円 

２割 ７６９円 ８８２円 ９９６円 １，１０８円 １，２２１円 

３割 １，１５３円 １，３２３円 １，４９４円 １，６６１円 １，８３２円 

※ 介護職員等処遇改善加算（1000分の 66に相当する単位数）が利用内容に応じて算定されます。 

（２） サービス提供体制強化加算 
（１日当たり）１割負担：１９円／２割負担：３７円／３割負担：５６円 

（３） リハビリテーション提供体制加算 
３時間以上４時間未満の場合 

（１日当たり）１割負担：１３円／２割負担：２５円／３割負担：３７円 
４時間以上５時間未満の場合 

（１日当たり）１割負担：１７円／２割負担：３３円／３割負担：５０円 
５時間以上６時間未満の場合 

（１日当たり）１割負担：２１円／２割負担：４２円／３割負担：６２円 
６時間以上７時間未満の場合 

（１日当たり）１割負担：２５円／２割負担：５０円／３割負担：７５円 
７時間以上の場合 

（１日当たり）１割負担：２９円／２割負担：５８円／３割負担：８７円 
（４） 入浴代（６時間以上７時間未満サービスのみ）  

（１日当たり）１割負担：４２円／２割負担：８３円／３割負担：１２４円 
※ 通所リハビリテーション利用曜日により、入浴サービスを提供できないことがあります。 

（５） リハビリテーションマネジメント加算 
（１月当たり）１割負担：５７９円／２割負担：１，１５７円／３割負担：１，７３６円 

※ 理学療法士等の職種の者が共同し、継続的にリハビリテーションの質の管理を必要とされる方
が対象になります。 

（６） 短期集中個別リハビリテーション実施加算 
（１日当たり）１割負担：１１４円／２割負担：２２８円／３割負担：３４１円 

※ 退院（所）日又は認定日から３月以内の期間に個別リハビリテーションを集中的に行った方が
対象になります。 

（７） 認知症短期集中リハビリテーション実施加算 
（１日当たり）１割負担：２４８円／２割負担：４９６円／３割負担：７４４円 

※ 退院（所）日又は通所開始日から３月以内の期間に医師の判断に基づき、リハビリテーション
を集中的に行った方が対象になります。 

（８） 栄養改善加算 
（１回当たり）１割負担：２０７円／２割負担：４１４円／３割負担：６２０円 

※ 加算を算定できる利用者は、栄養面や食生活上に問題がある方など、栄養改善サービスの提供
が必要と認められる方のみです。（月２回まで・原則３ヶ月） 

（９） 若年性認知症利用者受入加算 
（１日当たり）１割負担：６２円／２割負担：１２４円／３割負担：１８６円 

※ 若年性認知症利用者（４０歳～６４歳）が対象になります。 
（１０）その他の料金 

① タオル代（入浴者のみ）        １０２円（バスタオル 62 円・フェイスタオル 40 円） 
② 食費（６時間以上７時間未満サービスのみ）                   ５１０円 
③ おしぼり代（６時間以上７時間未満サービスのみ）                 ２７円 
④ その他 ※おむつ代等、日常生活において必要とされる費用は利用者の負担となります。 
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（１１）支払方法 

・ 翌月 10 日以降に請求書を発行します。なお、支払方法は原則として、翌月 20 日にゆうちょ銀行
又は 27 日にその他の金融機関の口座より自動振替とします。 

 

７. 利用料金（介護予防通所リハビリテーション費） 

介護予防通所リハビリテーション利用料（介護保険制度では、要介護認定による要支援の程度及び利
用時間によって利用料が異なります。以下は 1月あたりの自己負担分です。） 

（１）基本料金・サービス提供体制強化加算 

 負担割合 要支援１ 要支援２ 

利用者負担額 

１割 ２，３４３円 ４，３６８円 

２割 ４，６８６円 ８，７３５円 

３割 ７，０２９円 １３，１０３円 

サービス提供体制強化加算 

１割 ７５円 １４９円 

２割 １４９円 ２９８円 

３割 ２２３円 ４４７円 

※介護職員等処遇改善加算（1000分の 66に相当する単位数）が利用内容に応じて算定されます。 
※利用開始月から１２月超えた期間にサービスを利用される場合、１月につき次に掲げる金額を減
算します。  

 負担割合 要支援１ 要支援２ 

１月当たりの減算額 

１割 １２４円 ２４８円 

２割 １２４円 ２４８円 

３割 １２４円 ２４８円 

（２）運動器機能向上加算 
（１月当たり）１割負担：２３３円／２割負担：４６５円／３割負担：６９８円 

※加算を算定できる利用者は、運動器機能向上に係る個別の計画を作成し、これに基づく適切なサ
ービスの実施、定期的な評価等の一連のプロセスを実施した方のみです。 

（３）栄養改善加算 
（１月当たり）１割負担：２０７円／２割負担：４１４円／３割負担：６２０円 

※加算を算定できる利用者は、栄養面や食生活上に問題がある方など、栄養改善サービスの提供が
必要と認められる方のみです。 

（４）若年性認知症利用者受入加算 
（１月当たり）１割負担：２４８円／２割負担：４９６円／３割負担：７４４円 

※若年性認知症利用者（４０歳～６４歳）が対象になります。 
 
(５) その他の料金 

① バスタオル・フェイスタオル代（入浴者のみ）１０２円（バスタオル 62円・フェイスタオル 40
円） 

② 食費（６時間以上７時間未満サービスのみ）                ５１０円 
③ おしぼり代（６時間以上７時間未満サービスのみ）              ２７円 
④ その他 ※おむつ代等、日常生活において必要とされる費用は利用者の負担となります。 

（６）支払方法 
・ 翌月 10 日以降に請求書を発行します。なお、支払方法は原則として、翌月 20 日にゆうちょ銀行

又は 27 日にその他の金融機関の口座より自動振替とします。 
 

８. サービス内容 
① 通所リハビリテーション計画の立案 

（基本的に 3 ヶ月後との評価及び見直し、再立案を行ないます。） 

② 食事（昼食１２時００分 ～ １３時００分） ※６時間以上７時間未満サービスのみ 
③ 入浴 ※６時間以上７時間未満サービスのみ 
④ 医学的管理・看護 
⑤ 介護 
⑥ 機能訓練（リハビリテーション・レクリエーション） 
⑦ 相談援助サービス 
⑧ その他 
※ これらのサービスの中には、利用者の方から基本料金とは別に利用料金をいただくものもあり

ますので、具体的にご相談ください。 
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９. 協力医療機関 

当事業者では、下記の医療機関や歯科診療所に協力をいただき、利用者の状態が急変した場合等には、
速やかに対応をお願いするようにしています。 

協力医療機関 
○静岡済生会総合病院  静岡市駿河区小鹿一丁目１番１号 

 
 
１０. 非常災害対策 

・ 防災設備 スプリンクラー、消火器、避難階段、避難用ロープ、非常通報設備、 

         非常用発電機、災害用備蓄食料等 

・ 防災訓練 年２回 

 

１１. 禁止事項 
     当事業者では、多くの方に安心してサービスを利用していただくために、利用者の「営利行為、宗教

の勧誘、特定の政治活動」は禁止します。 
 
１２. 要望及び苦情等の相談 
     当施設には支援相談の専門員として支援相談員が勤務していますので、お気軽にご相談ください。 

要望や苦情などは、支援相談員にお寄せいただければ、速やかに対応いたします。 

・ ケ ア セ ン タ ー 瀬 名 ０５４－２６４－２２２１ 

・ 静 岡 市 介 護 保 険 課 ０５４－２２１－１３７７ 

・ 国 民 健 康 保 険 団 体 連 合 会 ０５４－２５３－５５９０ 

 
１３. その他 
・ 当施設の『運営規程』『身体拘束適正化及び廃止に関する指針』『虐待防止指針』（ファイル）を事務局受

付及び東棟２階サービスステーションの各カウンターに備え付けています。自由にご覧ください。 
・ 当施設についての詳細は、パンフレットを用意してありますので、ご請求ください。 

 


